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1 基本 「ワクチン・検査パッケージ制度」とは何か。
「ワクチン・検査パッケージ制度」は、感染拡大を防止しながら、日常生活や社会経済活動を維持できるよ
う、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を活用し感染リスクを低減させ、将来の緊急事態宣言やまん延防止等
重点措置等の下において、飲食やイベント、人の移動の各分野における行動制限の緩和を可能とするもの。

2 適用
飲食店やイベントでは必ず「ワクチン・検査パッケージ制度」を活用しなければなら
ないのか。

飲食店全てに「ワクチン・検査パッケージ制度」の活用を義務づけるものではない。人数制限の緩和の適用を
受けようとする事業者があらかじめ都道府県に登録していただきたい。

3 適用 学校は対象となるか。

学校等の活動については、引き続き、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア
ル」等を踏まえた対応を行い、「ワクチン・検査パッケージ制度は」適用しない。
※　学校等とは、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学
校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに専修学校及び各種学校をいう。

※　大学等における教育研究活動一般については適用しないが、大学等の部活動・課外活動における感染リス
クの高い活動への「ワクチン・検査パッケージ制度」の適用等については文部科学省において別に定める。
※　修学旅行は、学校教育活動の一環であるため、適用外となる。
※　高校体育連盟などが主催する大会への参加も適用外となる。

4 適用 ツアーや個人旅行は対象となるか 。

人の移動については、基本的に個人に対する自粛の解除であるため、事業者がワクチン接種歴や検査結果を確
認することを求めるものではない。

なお、ツアーや宿泊施設へのワクチン・検査パッケージ制度の適用の詳細については、観光庁において別に定
めることとしている。

5 対象
イベントや飲食店においては、緩和する部分のみ、ワクチン接種歴又は検査結果を確
認すれば良いのか、それとも入店者・入場者全員のものを確認するのか。

飲食店で同一テーブル５人以上で利用する場合には、当該5人以上全員のワクチン接種歴又は検査結果を確認
する。

イベントについては、「ワクチン・検査パッケージ制度」により緩和される部分（上限人数を超えて追加可能
となる入場者数分）について、入場者のワクチン接種歴又は検査結果を確認する。

6 本人確認 身分証明書の限定はあるか。 運転免許証、マイナンバーカード等の公的証明書の他、健康保険証や学生証等でも可。

7 本人確認 12歳未満の児童について何により本人確認を行うのか。
12歳未満の児童の本人確認又は年齢確認は、自己申告、保護者による申告又は健康保険証等での確認によるこ
とでも可。

8 接種歴等の確認
登録飲食店は、接種証明、検査結果通知書を忘れた人を店内に入れることは絶対にで
きないということか

登録飲食店においても、同一グループの同一テーブルでの４人以下での会食の場合には、ワクチン接種歴又は
検査結果の陰性の確認をする必要はない。
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9 ワクチン
「ワクチン・検査パッケージ制度」において使用可能なワクチン接種歴の有効期限は
いつまでか。

有効期限は当面設定しないこととしているが、今後、ワクチン接種による感染予防効果の減退に関するエビデ
ンスや３回目接種の進捗状況等を踏まえつつ、引き続き、国において検討予定。

10 ワクチン
3回目接種済みの場合、接種済み証は３回目のもののみの提示でよいか。
3回目接種済みの場合、接種からの経過期間はいつからか。

３回目接種済みの場合は、接種済み証は3回目のもののみで可能。
ただし、３回目接種済み者が一定程度に達するまで、事業者による確認は当面の間「利用者が２回接種を完了
していること、２回目接種日から14日以上経過していること」を確認する。（３回目接種済みの場合は当然要
件を満たしていると判断）

11 ワクチン 新型コロナの罹患者について、ワクチン接種者と同じ扱いとして良いか。
現時点において、罹患者とワクチン接種者とで、感染予防等の点で同等とのエビデンスがないことから、ワク
チン接種者と同じ扱いとはしない。

12 ワクチン ワクチン接種証明書が電子化された場合は活用可能か。
ワクチン接種証明書は年内にも電子化される予定。電子化されたワクチン接種証明書は「ワクチン・検査パッ
ケージ制度」において使用可能としている。

13 検査 検査としては何が有効か。
PCR検査等（LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む）が推奨されるが、事前にPCR検査等を行うこと
ができない場合にも対応する観点から、抗原定性検査も利用可能としている。

14 検査 現在ワクチン接種できない12歳未満の児童については検査が必須か。

・子どもについても、陽性者による他者への感染力があることが示されており、検査の陰性を確認することが
必要としている。
・未就学児（概ね６歳未満）については、同居する親等の監護者が同伴する場合には、行動制限を緩和する上
で、検査を不要とする。（６歳以上～12歳未満の児童については、検査結果の陰性の確認が必要。）
・事前検査か当日検査かについては、選択できることとしており、検査の負担も勘案し、事前にPCR検査等を
受検していただきたい。

15 結果通知 検査の結果通知書はメールなど電子媒体でも可能か。 検査機関が発行する書面のほか、メール等によることも可能。

16 PCR PCR検査等を行う検査機関には限定があるか
・医療機関又は衛生検査所等（厚生労働省が「自費検査を提供する検査機関一覧」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19　-jihikensa_00001.html）
として公表している検査機関が推奨される）としている。

17 PCR ＰＣＲ検査の有効期間のカウントの方法はどうしたらよいか。 検体採取日（検体採取日が不明な場合は検査日）の３日後まで有効。

18 抗原定性 抗原定性検査は無症状者には推奨されないとされているが、問題ないか。

無症状者（本人が症状に気づかない場合を含む）に対する抗原定性検査は、確定診断としての使用は推奨され
ないが、無症状者の感染者のうちウイルス量が多いものを発見することにより、場の感染リスクを下げうると
の考え方に基づき、事前にPCR検査等を受検することができない場合にも対応する観点から、抗原定性検査も
利用可能とする。
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19 抗原定性 抗原定性検査には、何を使えばいいのか
・厚労省がHPで公表している承認済みのキットが活用可能
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html

20 抗原定性 抗原定性検査について、目視ではなく機器を用いて判定することは可能か。 可能

21 抗原定性 事業者が直接抗原簡易キット等を購入することは可能か。

飲食店やイベント主催者等の事業者等は、確認書を医薬品等卸売販売業者に提出することで直接抗原簡易キッ
ト等を購入することが可能。
薬事承認された抗原簡易キットを販売できるのは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和35年法律第145号）に基づく許可を受けた者に限られるため、事業者は購入した抗原簡易
キットを転売できないことに十分留意すること。

22 抗原定性

直接購入する場合の従業員向けの研修について、厚労省HPに掲載されているガイドラ
インでは、「陰性の場合でも受診勧奨すること」となっている。また「連携医療機関
の確保」「施設内マニュアルの作成」等を求めているが、パッケージにおいても必要
か。

厚生労働省HPに記載の研修資料は、職場において軽症状者向けに検査をする場合の資料であり、ワクチン検
査パッケージにおいては、連携医療機関の確保や施設内マニュアルの作成等は不要。また陰性の場合での受診
勧奨も不要であるが陰性の場合でも必要な感染対策に関する指導は行うこと。

23 抗原定性
抗原簡易キットを使う場での検査管理者について、研修を終了したことを受検者はど
のように確認するのか。

例えば、事業者は利用者から求められた際に提示できるよう受講済み者の一覧表を作成しておく等の対応が望
ましい。

24 抗原定性
抗原定性検査について、鼻腔検体を自ら採取するのに立ち会う行為は医行為に当たら
ないか。法令上、留意すべき点はないか。

立ち会うことは医行為に当たらない。

25 抗原定性 検査管理者について、薬剤師等医療従事者であっても研修は免除されないのか。 ・抗原定性検査の検査管理者となる場合には、研修を必須としている。薬剤師等であっても同様である。

26 抗原定性
「ワクチン・検査パッケージ制度」のため、医療機関・衛生検査所等で行った検査の
結果が陽性であった場合、どのような対応があり得るか。

・検査結果が陽性であった場合、検査機関は利用者に医療機関又は受診・相談センターを紹介し、受診につな
げることが必要。
・医師による診断を伴う検査又は連携医療機関等の医師により、当該検査結果に基づき、新型コロナウイルス
に感染したと診断された場合には、医師が感染症法に基づく届出を保健所に行うこととなる。

27 抗原定性 抗原定性検査の有効期限のカウントはどうしたらよいか。 検体採取日（＝検査日）の翌日まで有効。

28 抗原定性 当日検査の場合、通知書を発行する必要があるか。
イベント等の開催場所等において、当日の抗原定性検査を行い、事業者自らがその場で利用者の検査結果の陰
性を確認し、入場させるためにのみ用いる等の場合には、必ずしも結果通知書の発行は要しない。ただし、検
査結果の陰性を確認した者であることが分かるよう必要な工夫を行うこと。（リストバンドを付ける等）
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